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 木祖村消防団条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

 

 

 

 木祖村消防団条例の一部を別案のように改正する。 

 よって、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。 
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木祖村消防団条例の一部を改正する条例案 

木祖村消防団条例（昭和26年木祖村条例第12号）の一部を次のように改正する。 

第3条第4項中「消防組織法（昭和22年法律第226号）第19条第2項」を「消防組織法

第19条第2項」に、「180人」を「160人」に改める。 

第13条中「条例」の次に「（令和5年木祖村条例第9号）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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木祖村消防団条例（昭和26年木祖村条例第12号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（団員の構成及び定員） （団員の構成及び定員） 

第3条 （略） 第3条 （略） 

2・3 （略） 2・3 （略） 

4 消防組織法（昭和22年法律第226号）第19条第2項の規定に基づく

団員の定数は180人とする。 

4 消防組織法第19条第2項                       の規定に基づく

団員の定数は160人とする。 

5・6 （略） 5・6 （略） 

（報酬及び費用弁償） （報酬及び費用弁償） 

第13条 団員の報酬及び費用弁償は木祖村非常勤消防団員の報酬並

びに費用弁償等に関する条例                          の定め

るところによる。 

第13条 団員の報酬及び費用弁償は木祖村非常勤消防団員の報酬並

びに費用弁償等に関する条例（令和5年木祖村条例第9号）の定める

ところによる。 

 



議案第１２号 木祖村消防団条例の一部を改正する条例案 説明資料 

 

１．改正理由 

現在、木祖村消防団の団員数の定数は１８０名となっているが、少子高齢化等で消防団員

の人数は減少しているため、団員数の定数の改正を行う。また、一部法制執行上の誤りの

改正を行う。 

２．改正内容 

（１）木祖村消防団の団員数の定数について 

現在の団員数は１３７名、うち機能別消防団員は３９名となっている。 

１８０名の人数まで消防団員が増える見込みがないため、団員数の定数を１６０名と

改正したい。 

（２）団員人数の状況について 

年度 入団数 退団数 基本団員 機能別消防団員 合計人数 増減 

３年度 ９名（３名） １１名（４名） １２７名 ３８名 １６５名  

４年度 ８名（４名） １１名（４名） １２１名 ３９名 １６０名 △５名 

５年度 ５名（３名） １２名（３名） １１４名 ３９名 １５３名 △７名 

６年度 ４名（４名） １０名（１名） １０３名 ４２名 １４５名 △８名 

７年度 ７名（５名） １１名（６名） ９８名 ３９名 １３７名 △８名 

８年度 ４名（２名） ９名（３名）  ９４名 ３８名 １３２名 △５名 

９年度 ４名（２名） ７名（１名）  ９０名 ３９名 １２９名 △３名 

１０年度 ４名（２名） ８名（２名）  ８８名  ３８名 １２６名 △３名 

※令和８年度以降は推定。（）は機能別消防団員数 

（３）消防団員退職報償金について 

消防団員等公務災害補償等共済基金に消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する

法律施行令により各市町村の消防団条例に定める定員は支払いすることになっている。

下記の改正で費用負担が軽減する。 

・改正前 

消防団員退職報償金負担金 １９，２００円×１３０名＝２，４９６，０００円 

（機能別消防団員除く） 

・改正後 

消防団員退職報償金負担金 １９，２００円×１１０名＝２，１１２，０００円 

（機能別消防団員除く） 

                         △３８４，０００円 

３．施行期日 

公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 


